
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  消費税の軽減税率                     

Ｑ：延期になっていた消費税の改正ですが、

どのような制度でしたか？                                 

                                              

Ａ：次のような制度です。 

【解説】  

消費税は、平成31年10月１日に税率が8%か

ら10%に引き上げられ、同時に軽減税率制度が

実施されることになっています。 

①軽減税率制度の概要 

現行…消費税率6.3%、地方消費税率1.7%、

合計8% 

改正標準税率…消費税率7.8%、地方消費税

率2.2%、合計10％ 

改正軽減税率…消費税率6.24%、地方消費税

率1.76%、合計8% 

軽減税率の税率は現行と同じですが、内容

が変わりますので、注意が必要です。 

②軽減税率の対象となる品目 

・飲食料品 

食品表示法に規定する食品(酒類を除き一

定の一体資産(注)を含みます)が対象になり、

外食やケータリング等は軽減税率の対象にな

りません。 

(注)おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品

以外の資産が一体となっているものをいい、

税抜価額が１万円以下で、食品の価額の占め

る割合が2/3以上のものは、軽減税率の対象と

なります。 

・新聞 

政治、経済、社会、文化等に関する一般社

会的事実を掲載する週２回以上発行するもの

(定期購読契約のもの)が対象になります。 
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